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河内長野市　市民窓口課
令和７年１２月


（１）補助制度の概要について


1．補助制度の目的

市内の街頭犯罪、侵入盗等または不法投棄の未然防止等、安全・安心なまちづくりを推進するため、「河内長野市自治会防犯カメラ設置に関する基準」に基づき、防犯カメラを新たに設置する自治会等に対し、予算の範囲内で防犯カメラを設置する費用の一部を補助します。

２．補助対象経費

①防犯カメラや録画装置等の本体費用

②防犯カメラや録画装置等を設置する場合に必要な経費

③防犯カメラの撮影を示す看板設置費用

※保守費用・修理費用・電気料金等の維持管理費や地代・占用料等は補助対象になりません。

３．補助額

補助対象経費の２分の１（１団体につき上限３０万円）
※ただし、同年度内で他に環境整備事業のための備品を購入する場合は、それらと防犯カメラの経費の合算により補助額が算出されます。
４．補助条件

①防犯カメラは、犯罪等未然防止地域(※)に設置し、道路や公園など、不特定多数の人が利用する公共空間及び補助団体が維持管理する区域を撮影範囲とすること。
②マンション等が管理する駐輪場や駐車場に防犯カメラを設置する場合は、上記の条件に加え、申請団体は、自治会などの地域活動を実施する団体として市へ登録していること。

③自治会・町会は、防犯カメラの管理責任者や基準に適合する管理運用規程等を定め、防犯カメラの適正な管理・運用を図ること。

④自治会・町会は、総会等を開催し、地域の総意で防犯カメラの設置を決定すること。

⑤撮影の範囲となる撮影対象区域の住民から、事前に同意を得ること。
⑥防犯カメラの撮影と団体名を示した看板を設置すること。
⑦設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。
※犯罪等未然防止地域とは‥市内において犯罪等が多発している地域若しくはその周辺地域又は犯罪等が発生する蓋然性が高いと認められる地域であって、防犯カメラを設置することにより犯罪等の未然防止が期待できる地域をいいます。
５．補助制度の手続きの流れ
補助制度の手続きについては、大きく３つの段階「事前協議に向けた準備」「申請に向けた準備」「設置工事の実施と報告」に分かれます。

■補助金申請の主な流れ










（２）補助金申請の流れ

１．事前協議に向けた準備

①役員会などで設置についての意思確認

役員会などで、地域にどのような課題があり、防犯カメラの設置が、その解決に向けて、いかに貢献できるのかなど、防犯カメラの設置の必要性や効果などについて話し合い、設置の方針を固めます。

②設置場所等の設定＜警察との相談、撮影範囲の住民同意＞

上記①を達成するために、どのような場所に設置すると効果的なのか等について検討します。検討に際しては、警察の助言を受けることができます。なお、事前協議後、市と警察とが情報を共有するとともに、現地調査等に基づき、設置場所等について助言等を行う場合がありますのでご了承ください。
また、撮影対象区域の住民等に同意を取り付けておく必要があります。本申請時に同意書を添付していただきます。（撮影対象区域の住民等の同意書【ひな形０１】）
③設置箇所の所有者、関係機関等と相談＜敷地管理者、施設・設備管理者等＞

設置予定箇所の施設・設備、敷地の管理者と、カメラ設置が可能かどうかについて、事前に相談をしておく必要があります。なお、電柱の共架可否の正式な調査依頼は、補助金本申請の直前に行ってください（関西電力は、調査結果判明後６０日以内に申請が必要）。
その他、共架申請や道路占用許可など、正式な許可申請は、補助金交付決定後となりますのでご注意ください。

◆設置場所検討の流れ（イメージ）











設置許可の詳細は「（３）設置許可について」（Ｐ７）を参考にしてください。
④設置費用等の費用の見積もり
　　○設置工事費（設置費等込み）【補助対象】
　　　　・防犯カメラ、専用ポール設置費、ケーブル設置費

　　○維持管理費【補助対象外】
　　　　・電柱使用料、電気代、メンテナンス料、賠償保険など

２．市との事前協議（設置年度の前年度の８月末まで）

設置年度の前年度の８月末までに事前協議書の提出をお願いします。


３．申請（設置年度）に向けた準備

①事業計画書の作成

【主な項目例】

設置目的：地域にどのような課題があり、その解決にいかに効果的かを記載
場所、台数：カメラおよび表示板の設置箇所、位置図なども
予算：歳入として、市補助金、自治会費。歳出として設置工事費、維持管理費など
②設置等に関する管理責任者の指定及び管理規程の作成

防犯カメラは、その運用を誤れば個人のプライバシーの侵害につながります。その管理・運用にあたっては、管理責任者や管理運用規程を定め、適正に実施する必要があります。防犯カメラの画像データが外部に漏れることのないよう、一定のルールに基づき慎重な管理を行うためにも、管理規定の内容を周知・徹底することが求められます。

　※防犯カメラ管理責任者等届出書【ひな形０２】

※防犯カメラ管理運用規程【ひな形０３】

【主な項目例】
趣旨・設置目的：事業計画書と同様
設置場所：事業計画書と同様
運用・管理方法：器具の作動・録画方法、看板設置
画像データの保管方法など
画像等取扱い：画像データの提供ルールなど
 
③設置についての自治会員への周知

総会等の議決に向け、設置について、自治会員に周知をしておくことが重要です。
④自治会の総意に基づく事業計画書、設置等に関する規程の承認（総会の議決など）
自治会の総意として、防犯カメラの設置について承認を行ってください。具体的には、総会の議事録など、自治会の総意に基づく決定がなされた旨が分かる資料の添付をお願いします。
※総会資料は、議案書ではなく、議決されたことを証明できる書類（議事録）を添付してください。なお、議事録を作成していない場合は、議案書に「本件議案は可決されました。会長（氏名）＋㊞」等の一文を加えたものをご提出ください。
⑤設置箇所の所有者、関係機関等と相談＜敷地管理者、施設・設備管理者等＞

設置箇所の施設・設備、敷地の管理者に事前に承諾を得ておく必要があります（正式な許可申請は交付決定後となります）。
⑥関係機関への調査依頼＜電柱所有者＞
電柱を使用する場合、電柱への共架可否について、電柱所有者に調査依頼を行います。なお、回答後６０日以内に共架申請を行う必要がありますので、本申請直前に行い、回答が出たら速やかに本補助金の申請（４月以降）を行ってください。
４．市への補助申請（設置年度の４月～）

設置年度の４月頃、市から本申請に関するご案内文書を送付します。申請書類に、添付書類を添えて補助申請の提出をお願いします。なお、見積もり徴取は２者以上で行い、安価な方の業者での実施をお願いします。

５．市からの交付決定

申請された書類を審査し、概ね申請受理後２～３週間後に市から交付決定通知書を送付します。交付決定が下りないと、補助金は出ませんのでご注意ください（交付決定日以前に事業に着手しないでください）。

なお、交付決定後、事業に変更が生じた場合は、変更承認申請書の提出が必要となりますので、市民窓口課までご相談ください。
６．防犯カメラの設置（交付決定後）

市の交付決定後、事業に着手してください。設置場所の所有者、関係機関の許可をとり、設置業者との契約の上、防犯カメラの設置、工事代金の支払いまでを済ませます。
７．実績報告書の提出（設置完了後３０日以内：設置年度の３月末までに提出）

設置工事完了後３０日以内に提出をお願いします。また、設置年度の３月末までにご提出いただくようお願いします。


８．補助金の請求（設置年度の３月末までに提出）　⇒入金（請求後１カ月程度）

補助金交付の請求にあたっては、補助金交付請求書を提出してください。なお、入金は請求後約１か月以内に行います。

（３）設置許可について


防犯カメラの設置にあたっては、設置場所（土地、建物、柱等）の所有者（管理者）の同意（許可）が必要となります。それぞれ設置場所によって、管理者や提出書類等が異なりますので、ご注意ください。また、工事完了後に完了届といった工事が完了した旨の届け出が必要な場合がありますので、管理者等にご確認ください。

※設置許可申請等にあたっては、工事業者が代行するケースも多いため、手続きについては業者とご相談ください。（手続きに係る各種申請費も補助の対象となります。）
	
	施設・設備管理者
	敷地管理者

	私有施設

私有地
	施設管理者：使用承諾書等
	敷地管理者：使用承諾書等

	電柱に共架
	関電柱：共架申請
NTT柱：防犯カメラ添架申込
	市道（道路課）：道路占用許可申請書



	
	設置工事等：警察署（道路使用許可申請書）


	小柱を新設
	（市道上に小柱を新設）
	市道（道路課）：道路占用許可申請書

	
	設置工事等：警察署（道路使用許可申請書）

	
	（市公園・緑地内等に小柱を新設）
	公園（公園河川課）の場合：公園占用許可申請書

	既存の小柱（防犯灯用など）に設置
	自治会など
	市道（道路課）：道路占用許可申請書




１．私有施設・私有地に設置

事前に所有者に設置可能か確認しましょう。可能な場合は、所有者の同意書を作成し、実施報告時に写しを添付してください。
２．電柱に設置（電柱所有者に共架申請）

電柱に防犯カメラを設置する場合は、電柱所有者に共架申請を行う必要があります。
※電柱に登る際には許可が必要となりますのでご注意ください。
【関電柱の場合】

連絡先：関電サービス株式会社　共架センター
（大阪市住之江区西住之江３－８－１４　06-6672-6786）
詳細は、関西電力株式会社のホームページにてご確認の上お問合せください。
申請の流れ（関電柱の場合）
	時期
	手続き
	備考

	市事前協議前
	関西電力に相談

※この時点では、正式な調査依頼は行いません
	取付け可能な電柱か確認します

	前年８月まで
	市に事前協議
	

	市申請まで
	総会で決定
	

	市申請直前
	事前調査申込（申請書作成）
	調査費用　550円／本（税抜）
１カ月程度で調査結果の回答がある

回答日から60日以内に本申請を行う。

	当年度４月～
	市に補助金申請　⇒交付決定
	

	交付決定後
	道路管理者に道路占用許可

警察に道路使用許可
	

	交付決定後
	使用申込（契約関係書類提出）



	事前調査申請の回答日から60日以内に本申請を行わない場合は、その調査結果は原則無効となりますのでご注意ください。

	
	共架契約締結、工事
	

	工事完了後
	竣工報告
	受電のための引込線工事を、関西電力へ依頼します。（別途、受託工事費用が必要）

	
	市に実績報告、補助金請求
	


【ＮＴＴ柱の場合】

連絡先：株式会社ＮＴＴフィールドテクノ　添架担当
（守口市京阪本町１－９－６ＮＴＴ大阪守口ビル）

詳細は、ＮＴＴ西日本のホームページにてご確認の上お問合せください。

【関電柱とNTT柱の見分け方】

電柱の所有者の見分け方は以下の通りです。

（1） プレートが１枚ついている場合

⇒付いているプレートの記載の会社が

電柱の所有者となります。



（2） プレートが２枚ついている場合

⇒より高い位置に設置されているプレートが

電柱の所有者となります。


（3） プレートが付いていない、または２枚のプレートが同じくらいの高さに設置されている場合

⇒いずれかの会社にお問い合わせください。

３．道路占用許可（道路管理者）
道路上の構築物（電柱等）に添架する場合に必要となります。原則として、防犯カメラの設置は電柱に限ります。小柱等を新設してカメラを設置する場合は、近隣に既設の電柱が無く、通行の安全性が確保される場合に限ります。
【市道の場合】

窓口：河内長野市役所道路課
書類：道路占用許可申請書
請書
占用料免除申請書
位置図、平面図、カメラ仕様書、運用要領、工事作業図、その他必要な書類
道路使用許可申請書（警察に申請するもの）

※それぞれ２部提出が必要

（工事完了後）工事しゅん工届
占用料：免除（規則第２条第１項第１５号該当）
詳細は、河内長野市役所のホームページに、申請様式のデータが掲載されていますので参考にご確認ください。
※府道、国道への設置がやむを得ない状況である場合は、大阪府富田林土木事務所での手続きが必要となりますので、ご注意ください。
４．公園等占用許可（公園等管理者）

公園・緑地内に小柱等を立てて防犯カメラを設置する場合に必要となります。
※防犯カメラを設置する際は、小柱を設置し、防犯カメラとともに管理してください。
※設置位置について公園河川課と事前に協議し、公園内が画角に入るよう設置する必要があります。
※電源は申請者において確保してください。公園内の電源を使用することはできません。
※カメラを設置していることがわかる内容の看板を設置してください。
※公園・緑地で事故等があった場合は、防犯カメラのデータを確認させていただく場合があります。
【公園・緑地の場合】
窓口：河内長野市役所公園河川課

書類：公園占用許可申請書（小柱等）
　　　　公園施設設置許可申請書（防犯カメラ）
　　　　使用料減免申請書
　　　　位置図、平面図、防犯カメラや小柱等設置する物の仕様書
　　　その他必要な書類
使用料：免除

詳細は、河内長野市役所のホームページに、申請様式のデータが掲載されていますので参考にご確認ください。
５．道路使用許可（警察）

道路において、工事、作業等を行う場合などは、警察の許可が必要となります。
窓口：河内長野警察署（河内長野市西之山町６－１：54-1234）
書類：道路使用許可申請書
道路を使用する場所及び付近の見取り図、カメラ仕様書、その他必要書類
安全対策状況図（交通整理員配置図など）
申請手数料：２，５００円
詳細は、大阪府警察のホームページに、申請様式、記載例、手続き方法のデータが掲載されていますので参考にご確認ください。
（４）その他

１．防犯カメラの選定について
公益社団法人日本防犯設備協会では、一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に、RBSS（優良防犯機器認定制度）という防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及促進を図る事業を実施しています。
ホームページには、優良防犯機器認定基準（RBSS基準）に適合している製品を掲載しておりますので、防犯カメラの選定にあたって、参考にご確認ください。（「防犯カメラ目録」参照）
（公社）日本防犯設備協会：https://www.ssaj.or.jp/rbsslist/camera/list/
２．Ｑ＆Ａ

Q：民有地の所有者が不明な場合は？

⇒A：近所の方に確認すると判明することが多いです。また、土地登記簿で確認できる場合があります。

Q：カメラの機種や設置業者は自治会が決めて良いですか？

⇒A：実施主体は自治会となりますので、いずれも自治会で決めてください。
Q：防犯カメラのリース（レンタル）での設置を検討しているが、補助対象となりますか？

⇒A：購入補助なので、リース（レンタル）は補助対象とはなりません。防犯カメラの購入及び設置に係る費用が対象となります。

Q：カメラの買い替えを検討していますが、補助は可能ですか？

⇒A：新たにカメラを購入する場合は補助が可能です。ただし、既存カメラを撤去する場合、その処分に係る費用は補助対象とはなりません。

Q：防犯カメラのランニング（維持管理）費用は補助対象となりますか？

⇒A：電気代や共架料、メンテナンス費、修理費など、ランニング（維持管理）費用は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

Q：交付申請を行うと、すぐに工事に取りかかれますか？
⇒A：交付申請書の提出後、市が交付の可否の決定を行います（申請後約２週間後）。交付決定前に事業に着手すると補助金が出せなくなりますので、交付決定通知があるまでお待ちください。
Q：カメラの設置を示す看板は必要ですか？
⇒A：必要です。防犯カメラの設置を周知することで犯罪抑止効果が高まります。カメラ本体への看板
の設置も可能です。
防犯カメラ設置にかかる補助金





申請等ガイドブック





ご活用にあたって


防犯カメラ設置にかかる自治会活動環境整備事業補助金の申請に際して、本市への申請の手順をまとめました。


また、工事業者が代行するケースの多い、関係機関等への手続きについても、現時点で把握している限り掲載しました。なお、状況は随時変わりますので、最新の情報、詳細な情報などにつきましては、直接関係機関等にお問い合わせください。





◆防犯カメラとは？◆　～防犯カメラ設置にかかる注意事項～


　防犯カメラは、24時間撮影が可能であることから、犯罪抑止の効果が期待され、安全・安心な暮らしの実現に大きな役割を果たすものです。一方で、撮影される個人のプライバシーを侵害することがないよう、十分留意して防犯カメラを設置しましょう。





１．事前協議に向けた準備　（Ｐ３．４）


①役員会などで設置についての意思確認


②設置場所等の設定＜警察等との相談、撮影範囲の住民への同意確認＞


③設置箇所の所有者、関係機関等と相談＜電柱所有者、道路管理者等＞


④設置費用等の費用の見積もり





事前協議に向けた準備





２．市との事前協議（設置年度の前年度の８月末まで）　（Ｐ４）





申請に向けた準備





３．申請（設置年度）に向けた準備　（Ｐ４．５）


①事業計画書の作成


②設置等に関する管理責任者の指定及び管理規程の作成


③設置についての自治会員への周知


④自治会の総意に基づく事業計画書、設置等に関する規程の承認（総会の議決など）


⑤設置箇所の所有者、関係機関等と相談


⑥関係機関への調査依頼＜電柱所有者＞





４．市への補助申請（設置年度の４月～）　（Ｐ６）





防犯カメラの設置工事と実施報告





５．市からの交付決定　（Ｐ６）





６．防犯カメラの設置（交付決定後）　（Ｐ６）


・所有者、関係機関（電柱所有者、道路管理者等）との手続き（占有許可申請など）


・設置業者との契約、設置工事、代金の支払い





７．実績報告書の提出（設置完了後３０日以内：設置年度の３月末までに提出）　（Ｐ６）





８．補助金の請求（設置年度の３月末までに提出）　（Ｐ７）


　⇒入金（請求後、約１カ月後）











はい





施設等所有者に相談





私有施設・私有地への設置

















はい





電柱所有者に相談（関西電力、NTT）、許可





電柱への設置（共架）











道路上での工事⇒警察の道路使用許可





受電工事⇒関西電力に申込





敷地管理課に相談（道路課、公園河川課等）、許可





公共用地（市道・公園等）への小柱





どれくらいかかる？＜参考：費用の主な目安＞


◆イニシャルコスト（初期経費）


・防犯カメラ＜設置費等込み＞


約20万円～50万円／台：機種・性能・設置箇所などにより変動


申請のための手数料や、受電のための引込線工事費（受託工事費用）なども必要


◆ランニングコスト（維持管理費）


・電柱使用料


関電柱：年1,400円～＋税／本、NTT柱：年1,200円＋税／本


・電気代


年3,600円程度／台


・メンテナンス料


年１万円～３万円／台


・その他、賠償保険など





【提出書類】


・自治会活動環境整備事業補助金事前協議書


・見積書の写し


・設置箇所位置図





防犯カメラ作動中


●●自治会





看板表示例





【提出書類】


・補助金交付申請書（様式第１号）


・総会会議録等の写し


・撮影対象区域の住民等の同意書【ひな形０１】


・防犯カメラおよび表示板の設置箇所、位置図と現況写真


・撮影対象区域を記載した平面図


・防犯カメラ管理責任者等届出書【ひな形０２】


・見積書（写し：２者以上）


・購入する防犯カメラのカタログ








【提出書類】


・実績報告書（様式第６号）


・工事完了届または納品書（写し）


・請求書と領収書（写し）


・防犯カメラ管理運用規程【ひな形０３】


・防犯カメラおよび表示板の設置箇所、位置図と写真


・防犯カメラで撮影した画像（印刷）


・占用許可書等（必要な場合・写し）





【提出書類】


・補助金交付請求書（様式第７号）


・口座振替依頼書





　関西電力　「カラクダニ　６」


関西電力のプレートだけなので、この電柱の所有者は関西電力





上段　関西電力　「ヨシヤトウゲ　１３」


下段　NTT「北楠ヶ丘　２０」


関西電力のプレートが上にあるので、この電柱の所有者は関西電力
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